
 

東京大学高大接続研究開発センター（入試企画部門）助教公募要項 
 
 
このたび，東京大学高大接続研究開発センター（入試企画部門）では，下記により助教

を公募します。 
 

記 
１ 職名及び人数 

助教 1名 
 
２ 着任時期 

2026年 4 月 1日（予定） 
 

３ 任期 
3年 
再任可。ただし、3回限りとし、再任の場合の任期は 1年とする。 
 

４ 勤務地 
東京大学本郷キャンパス（東京都文京区本郷 7-3-1） 
変更の範囲：本学の指定する場所（配置換又は出向を意に反して命じられることは原
則ない。詳細は東京大学教員の就業に関する規程第 4条による。） 

 
５ 所属 

東京大学高大接続研究開発センター（入試企画部門） 
 
６ 職務内容 

(1) 学校推薦型選抜等に関わる入試企画部門の諸業務 
(2) 本センターの活動に関わる資料・データの収集・整理・分析 
(3) その他、本センターの運営に関わる業務や研究開発 
変更の範囲：配置換、兼務及び出向を命じることがある（意に反して命じられること
は原則ない。詳細は東京大学教員の就業に関する規程第 4条による。） 

 
７ 就業時間 

専門業務型裁量労働制（1日 7時間 45分とみなされる。） 
 

８ 待遇・給与 
本学の就業規則等に定めるところによります。 
(学歴、免許・資格、職務経験等を考慮して決定します) 
参考：東京大学教職員就業規程 
https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki01.pdf 
 

９ 社会保険等 
文部科学省共済組合、雇用保険に法令の定めるところにより加入。 

 
10 応募資格 

次の全てに該当する方 
(1) 博士の学位又はそれと同等以上の研究業績を有すること。 
(2) 社会調査や学術資料・データの取り扱いに習熟していること。 

https://www.u-tokyo.ac.jp/gen01/reiki_int/reiki_syuki/syuki01.pdf


 

(3) 高度の資料探索・文書作成能力を持ち、本センターで行う様々な分析業務や研究
プロジェクトに主体的に参加する意欲とコミュニケーション能力を有すること。 

 
11 提出書類 
（提出部数：１部） 
(1) 東京大学履歴書 
（参照 URL  https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html ） 
 （面接等の連絡を行う際，確実に連絡がとれるメールアドレスを明記。） 
(2) 研究業績目録（学位論文，著書，研究論文その他） 
(3) これまで従事した研究の概要（A4用紙一枚以内、日本語または英語） 
(4) 業務及び研究開発に対する今後の抱負（A4用紙一枚以内） 
(5) 所見を求めうる方２名の氏名・所属・職及び連絡先 
(6) 主要業績 3点（印刷可） 
(7) 学生に対するセクハラ・性暴力等を原因とする過去の刑事罰、行政処分及び懲戒処
分にかかる申告書 

  (参照 URL  https://univtokyo-my.sharepoint.com/:b:/g/per-
sonal/3843066727_utac_u-tokyo_ac_jp/IQAqUySGEdlFSrHkERKCv-UjATQiILLi6FUB-
s2WdTn9rg8 ) 

 
12 応募締切 2025年 12 月 22日（月）郵送必着（ただし採用者が決定次第、募集終了） 
 
13 選考方法 

書類選考の他、必要に応じて面接選考を行います。詳細については、書類選考通過者
のみ別途通知します。なお，選考経過に関する個別のお問合せはご遠慮ください。ま
た、応募書類は、本公募の用途に限り使用し、取得した個人情報は正当な理由なく第
三者へ開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。応募書類は返却いたしません
ので、ご了承ください。 

 
14 応募書類の送付先 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学 高大接続研究開発センター 
なお、封筒の表に「高大接続研究開発センター助教応募」と朱書し、簡易書留等の記
録が残る形式で、必ず郵送にてご提出ください。 

 
15 問合せ先 

住 所： 〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学 高大接続研究開発センター 
電 話： 03-5841-2529 
E-mail：koudai-jinji---ct.u-tokyo.ac.jp 
（「---」を「@」に変えてください。） 

 
16 その他 

・本学では、男女共同参画を推進しており、女性の積極的な応募を歓迎します。 
  ・受動喫煙防止措置の状況：敷地内禁煙（屋外に喫煙場所あり） 

・採用時点で、外国法人、外国政府等と個人として契約している場合や、外国政府等か
ら金銭その他の重大な利益を得ている場合、外為法の定めにより、一定の技術の共有が
制限され、結果として本学教職員としての職務の達成が困難となる可能性があります。
このような場合、当該契約・利益については、職務に必要な技術の共有に支障のない範
囲に留める必要があります。 

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/jobs/r01.html
https://univtokyo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/3843066727_utac_u-tokyo_ac_jp/IQAqUySGEdlFSrHkERKCv-UjATQiILLi6FUB-s2WdTn9rg8
https://univtokyo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/3843066727_utac_u-tokyo_ac_jp/IQAqUySGEdlFSrHkERKCv-UjATQiILLi6FUB-s2WdTn9rg8
https://univtokyo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/3843066727_utac_u-tokyo_ac_jp/IQAqUySGEdlFSrHkERKCv-UjATQiILLi6FUB-s2WdTn9rg8

